
署  別

業 種 別

△ 計 鳥  取  署 米  子  署 倉  吉  署

令和7年 令和6年 増
減
数

増減率
(%)

令和7年 令和6年 増
減
数

増減率

(%)

令和7年 令和6年 増
減

数

増減率

(%)

令和7年 令和6年 増
減

数

増減率

(%)死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数 死傷者数

全   産   業 7)559 ( 1)490 69 14.1 ( 1)165 ( 1)155 10 6.5 ( 4)295 241 54 22.4 ( 2) 99 94 5.3

製 造 業 112 97 15 15.5 32 32 0 0.0 63 53 10 18.9 17 12 41.7

8 60.0 -1 -50.0 100.0 0 *

120.0 6 4 200.0 4 100.0 0.0

15 15 0.0 -2 -28.6 20.0 4 33.3

44 40 4 10.0 6 33.3 31 30 3.3 ”
４ュ 25.0

34 32 6.3 12 15 -3 -20.0 16 13 23.1 6 4 2 50.0

建 設 業 ( 2) 59 84 -25 -29.8 18 42 -24 -57.1 ( 2) 30 29 3.4 11 13 -2 -15.4

( 1) 22 29 -7 -24.1 10 -3 -30.0 ( 1) 13 12 8.3 -5 -71.4

17 39 -22 -56.4 24 -20 -83.3 12 -4 -33.3 66.7

4 15 -11 -73.3 10 -8 -80.0 4 -3 -75.0 0 0.0

13 24 -11 -45.8 14 -12 -85.7 -1 -12.5 ／
４■ 100.0

( 1) 20 16 4 25.0 -1 -12.5 ( 1)  9 80.0 33.3

運輸交通業 71 ( 1) 48 23 47.9 25 ( 1) 13 12 92.3 41 26 15 57.7 5 -4 -44.4

64 ( 1)45 19 42.2 21 ( 1) 12 9 75.0 40 25 15 60.0 -5 -62.5

133.3 4 300.0 0.0 100.0

林   業 10 13 -3 -23.1 4 6 -2 -33.3 6 20.0 0 -2 -100.0

その他の事業 ( 5)307 248 59 23.8 ( 1) 86 62 24 38.7 ( 2) 155 128 27 21.1 ( 2) 66 58 13.8

( 1) 84 70 14 20.0 27 22 22.7 44 34 10 29.4 ( 1) 13 14 -1 -7.1

19 16 18.8 4 0 0.0 12 10 20.0 50.0

22 21 4.8 4 4 100.0 10 -3 -30.0 0 0.0

( 1) 14 11 27.3 -1 -50.0 33.3 ( 1)  5 66.7

96 64 32 50.0 26 16 10 62.5 49 29 20 69.0 21 19 10.5

6 -2 -25.0 0 0.0 0 -5 -100.0 0 *

( 3) 66 58 13.8 ( 1) 17 11 6 54.5 ( 2) 35 34 2.9 14 13 7.7

(注)()内 は死亡者数で内数である。労働基準監督署で受理した休業4日 以上の労働者死傷病報告書を取りまとめたもの。機械器具製造業は、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送機械等製造業の合計である。

安全衛生のメッセージ 危険の芽 摘んで安全 咲く笑顔 (中央労働災害防止協会 令和 8年標語)

令 和 7年 労 働 災 害 発 生 状 況 (速 報 (コ ロナ除く。))



令和7年 死 亡 災 害 発 生 状 況 (速報 )

番

号 業 種

発生月

発生時間帯

事故の型

起因物
災 害 の 概 要

建設業

3月

15時～16時 引火性の物

火災
重油輸送用配管を切断し、切断面にステンレス製のふたをアーク溶接で溶接げて百更西百
ろ出火し、やけどを負つたもの。

警備業

5月

19時～20時

激突され

乗用車

夜間工事のため、道路を通行止めにしようと、道路路肩付近で規制看板を設置していたと
ころ、走行中の普通乗用車にはねられたもの。

商業

7月

5時～6時

激突され

トラック

被災者は、新聞配達のため民家の敷地入り口ば万石洒扉≡万ヨ:弓ラフで調爾百重顧天顧J
を停車し、降車して新聞を配達していたところ、当該トラックがスロープにそって動き出し、被
災者はトラック後部と民家の壁の間に挟まれて被災し、約2時間後に死亡した。

4 接客娯楽業

10月

5時～6時

墜落・転落

階段・桟橋

被災者は、事務所2階の更衣室で作業着に着替えをし、階段で1階へ降りる際lf頭;覆夏
頭部を負傷し死亡した。

畜産業

11月

17時～18時

火災

引火性の物

事業場で火災が発生し被災したもの。

畜産業

11月

17時～18時 引火性の物

火災
事業場で火災が発生し被災したもの。

建設業

11月

11時～12時 仮設物、建築物、構造物等

墜落・転落
3階屋上で防水工事作業中約9.5メートルの高3雨圏覇罰コヨ罰爾



いじめ・嫌がらせ

(総合労働相談 )

令和 4年度 令和5年 度 令和6年 度

妊娠・出産等ハラスメント

セクシュアルハラスメント

令和4年 度 令和5年度 令和6年度

介護ハラスメント

令和4年度 令和5年 度 令和6年度

パワーハラスメント

令和4年 度 令和5年度 令和6年度

ハラスメント関連相談件数

|■|

令和4年 度    令和5年度 令和6年度

育児ハラスメント

令和7年 度

(～ 1月 )

令和7年度

(～ 1月 )

令和フ年度

(～ 1月 )

令和7年度

(～ 1月 )

令和7年度

(～ 1月 )

令和4年度 令和5年度    令和6年度 令和7年度

(～ 1月 )

８ｏｏ

７ｏ。

６ｏ。

５ｏｏ

４ｏ。

３ｏｏ

ｍ

ｍ

LL_16
令和 4年 度 令和5年 度

_竺,15 11
令 和 7年 度

(～ 1月 )

令和 6年 度

育児ハラスメント 介護ハラスメント ●ハワーハラスメント■いじめ・嫌がらせ

(総 合労働相談 )

セクシュアルハラスメント ロ妊娠・出産等ハラスメント

12

259

14

329

11

202

488

667

,`=

,41

667



鳥取地方労働審議会(2026年 3月 11日 )

行政運営方針「最重点施策」における令和7年度と令和8年度(案)の対比
令和7年度 案 )

―

●

●

●

Ｉ

令和8年度

_           |     .・ _

. |   ..      .|  ●_=. . _| |.

(1)人材確保支援

(2)り・スキリングによる能力向上支援

(3)女性の活躍推進

(4)若者への就労支援

(5)障害者の就労促進

(6)高齢者の活躍促進

(7)中高年層の活躍支援

:―
‐1  -|■‐‐・   |・‐

'ヽ

一■■1‐ 11.1■ |・■|
‐・  . ■    __ |‐  |・ ‐  ・:■ ■■■|

(1)最低賃金 0賃金の引上酬こ向けた中小企業・小規模
事業者への支援

(2)長時間労働の抑制

(3)労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

(4)仕事と育児・介護の両立支援

(5)非正規雇用労働者への支援

(6)総合的な八ラスメント防止対策の推進

(7)働き方改革への取組支援

(1)人材確保支援

(2)り・スキリングによる能力向上支援

(3)女性の活躍推進

(4)新規学卒者等への就職支援

(5)障害者の就労促進

(6)高齢者の就労・就業機会の確保

(7)中高年層の活躍支援

(1)最低賃金・賃金の引上げこ向けた中小企業・小規模
事業者への支援

(2)長時間労働の抑制

(3)労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

(4)仕事と育児 0介護の両立支援

(5)非正規雇用労働者への支援

(6)総合的八ラスメント防止対策の推進

(7)働き方改革への取組支援

「
¬



(案)

「働く」を支え、とつとりの未来を創る

行政運営方針

2026年度
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鳥取労働局行政運営の基本方針

鳥取県の人□は、出生数の減少や若年層の県外流出も相まつて、昭和 60年の 61
万6千人 (国勢調査)をピークに減少を続け、令和7年には 53万人を下回つたとこ
ろであり (鳥取県推計人口)、 今後の更なる人□減少により、地域社会の活力の減退が

懸念されています。

しかし、女性や高齢者を始めとした多<の方尺の労働参加や活躍によって、労働力
人口の減少に歯止めをかけることができます。

その上で、地域社会の活力を維持するためには、その地域に暮らす全ての方の生活

の前提となる「働<場」の確保に加えて、人手不足が顕在化する中、県内企業の人材確
保が鰤要です。

また、物価上昇局面における着実な賃金の引上げ、共働き世帯が鳥取県内において

7割弱 (国勢調査)を占める中、長時間労働の抑制や柔軟な働き方により共働き・其育
てができること、ハラスメントを受けることなく安心して働<ことができること、あ
るいは高齢者でも安全で健康に働<ことができることなど、誰もが安心・ 安全に働<
ことができる職場環境の確保が喫緊の課題となつています。

このため、2026年度、鳥取労働局は、総合労働行政機関として以下を最重点施
策として取り組みます。

I 多様な人材の活躍と人材確保支援
鳥取労働局は、女性、若者、障害者、高齢者、就職氷河期世代を含む中高年

層、非正規労働者など、“すべての力が活躍できる鳥取"の実現に向け、求職者に
寄り)1泰つた職業紹介、企業の人材確保の支援に取り組みます。とりわけ、人手不

足が顕在化している中で、雇用の確保、人への投資に向けた施策に取り組み、よ

りよい雇用のマッチングにつなげます。

Ⅱ 誰もが安心・安全に働ける職場環境づくり
鳥取労働局は、中小企業・小規模事業者の働き方改革を全力で支援します。賃
金引上げに向けた生産性向上を支援し、また、同一労働同一賃金の実現、長時間
労働の抑制等に取り組み、誰もが安全で健康に働<ことができるような魅力のあ
る職場づくりにつなげます。

1

2026年 度最重点施策
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女性の活躍状況等が饉良
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●くるみんマーク

従業員の子育て支援に積極的

プラチナえるぼし1社、えるぼし16社 プラチナくるみん2社、<るみん31社

ユースエール21社        もにす5社       安全衛生優良企業 1(※ )社
※平成 27年から 30年にかけて認定されていた企業

鳥取労働局では、女性活躍、子育て支援、若者の雇用管理、障害者雇用及び職場の安全衛

生について優良な取組をしている鳥取県内の企業に対して認定するとともに、認定企業の

広報を積極的に行うことで、県内認定企業の知名度の向上に取り組んでいます。また、後

に続<県内企業を増やすことにより、県内全体の雇用環境の改善に取り組んでいます。
※上記認定企業数は、全て令和8年 1月 1日現在
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最重点施策

県内では、多くの業種において人材確保が困難な状況が継続しており、人手不足対策への取組が課題

となつている。

このため、労働局・ハローワークは、質の高い求人充足 (マッチング機能の強化、積極的なアウトリ
ーチ支援)や関係団体と連携した人材確保支援により、求人者・ 求贈者双方への支援サービスの充実を
図る。また、事業主等による雇用管理改善等の取組を通して、職場定書等を促進し、人材の確保を図る。

○ハローワークの「就職支援サービスコーナー」を中心に、関係団体等と連携した人材確保支援

○事業主等による雇用管理改善の取組に対する助成金 (人材確保等支援助成金)や雇用管理改善等コン

サルタントの周知、活用促進

○事業所訪間等を通じた求人充足支援を強化

鉢
ハロトレくん

県内において、多様な人材の活躍や人材確保を進めるため、県内企業

に求められる人材を育成する必要がある。また、デジタル化の進展や

産業構造の変化が急速に進む中、労働者が継続的に学び直しを行い、

キャリアを主体的に形成できる環境整備が求められている。こうした

背景を踏まえ、「り0スキリング (学び直し)による能力向上支援」を
労働政策の重要な柱として位置づけている。このため、地域ニーズに

対応した人材を育成するため、ハロートレーニング等を積極的に行う。

また、ハローワークにおいて、り・スキリングに関する専門コーナーを

設置し、キャリアコンサルタントによる相談支援を行う。

併せて、スキルアップや企業内人材育成に取り組む事業主に対して、

人材開発支援助成金の活用等による支援を行う。

また、教育訓練等の積極的な周知を通じて労働者個々人の学び・学び

直しを積極的に支援する。 (ハロートレーニングの様子)

○地域のニーズに対応したハロートレーニングの活用による求職者の能力向上

○人材開発支援助成金の積極的な活用勧奨、適正かつ迅速な支給

○教育訓練給付等による労働者個々人の支援の促進

県内では管理職に占める女性割合や男女の賃金の差異など女性活躍への関心は高まりを見せてい

る。一方で依然として女性の管理贈割合は低<、 賃金の男女差異の大きいことに課題がある。

3

2 リロスキリングによる籠力向上支援

I 多様な人材の活躍と人材確保支援
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このため労働局は、女性の活躍を推進するため、女性活躍推進法及び男女雇用機会均等法の履行状

況の確認と、企業の取組への支援を一日推進する。

また、令和8年4月 1日より改正女性活躍推進法に基づき、常時雇用する労働者数101人以上の事

業主に男女間賃金格差及び女性管理職比率の情報公表が義務付けられたことから、その内容等が労

に理解されるよう周知に取り組み、あわせて「女性の活躍推進企業データベース」の積極的な活用勧

奨を図る。

○女性活躍推進法及び男女雇用機会均等法の履行状況の

確認及び男女の賃金差異の要因分析と雇用管理の改善

のための支援

○「えるぼし」「プラチすえるばし」認定についての周

知と取得促進

○女性の活躍推進企業データベースの活用勧奨

○子育て中の女性等に対する就職支援

県内では産業・規模等によらず、若手人材の安定的な確

保と職場定書に課題意識を持つ企業・事業者が多く見られ

る。このためハローワークでは、新規学卒者や若年者等を

正社員就贈につなげられるよう、就職支援ナピグーターに

よる担当者制のきめ細やかな個別支援を積極的に展開す

る。

また、令和 7年度より高校 1・ 2年生向け県内企業の魅
力発見会を設けており、今後も高校生の地元定書に向けた

取組を強化していく。

○新卒応援ハローワークを中心とした新規学卒者への積極

的な就職支援の実施

○わかもの支援コーナー・窓□を中心とした正社員就職を

希望する若者への積極的な就職支援の実施

CI》の活■推進企業儘E□D

「
女 性 の 活 躍 推 進 企 業 デ ー タ ベ ー ス 」を 活 用 し よ う !
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(新規学卒面接会)

」

県内では障害者の実■用率が増加するなど障害者雇用は薔実に進んでいる。一方で、依然として法

定雇用率の未達成事業所が一定程度存在する。また、令和8年7月には法定雇用率の 2.7%への更な

る引上げが行われる予定であり、今後も雇用率未達成企業が増加する可能性がある。

このため労働局・ハローワークは、法定雇用率達成に向けて障害特性に応じた個々の企業に対する指

導 e雇入れ支援及び障害者本人への就労支援に積極的に取り組む。

○中小企業を始めとした障害者の雇入れ支援

○精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援
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○公務部門における障害者の雇用促進・定着支援
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県内において、働く意欲がある高齢者が年齢にかかわりな<その能力・経験を十分に発揮し活躍で
きる社会を実現することが重要である。

このため労働局は、高齢・障害・求贈者雇用支援機構と連携し、70歳までの就業機会確保に向けた
環境整備や、高年齢労働者の処遇改善を行う企業の支援、更には、年齢にかかわりな<活躍できるよ
う、高年齢者雇用施策の更なる周知・啓発に取り組む。また、ハローワークに設置した「生涯現役支

援窓□」によるマッチング支援など、高齢者の就業機会の確保に積極的に取り組む。

070歳 までの就業機会の確保等や処遇改善を行う企業への支援
○ハローワークにおける生涯現役支援窓□を通じたマッチング支援

○シルバー人材センター等と連携した多様な就業機会の確保・情報提供等

高齢者の就業機会等確保状況の推移
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■|■■70歳以上働ける企業割合【鳥取局】    l■ ■170歳以上働ける企業割合【全国】
-0-希望者全員65歳以上働ける企業割合【鳥取局】-0-希望者全員65歳以上働ける企業割合【全国】
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就職氷河期世代を含む中高年層が個々に抱える課題 (希望する臓業とのギャップ、実社会での経験不

足等)に対しては、個々の状況に応した丁寧な支援が求められているため、相談、り・スキリングから

就職、定書までを切れ目な<効果的に支援を実施している。

また、労働局は「とつとり中高年世代活躍応援プロジェクト協議会」を設置して県や労使関係団体、

支援機関等とともに地域一体となつて支援を推進する。

○ハローワーク鳥取の「35歳からの就職サポートコーナー (就職氷河期・ミドル世代専門窓
□)」 を中心に、就職相談、職業紹介、職場定着までの一貫した伴走型支援

○特定求職者雇用開発助成金 (中高年層安定雇用支援コース)の活用による雇入れ支援
○「とつとり中高年世代活躍応援プロジェクト協議会」を通じた周知・広報と支援の推進

6



Ⅱ 誰もが安心・安全に働ける職場環境づくり

物価上昇や人手不足等を背景にして「賃上げ」が社会的にも、労使間においても大きな関心事となっ

ており、企業が継続的に賃金の引上げをしやすい環境整備が求められている。

このため労働局は、最低賃金の引上げにあわせ、生産性向上 (設備 0人への投資等)や非正規雇用労
働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の賃上げを支援する「賃上げ」支

援助成金パッケージの活用促造を図る。

○中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた支援

○最低賃金制度の適切な運営

○監督署において、中小企業・小規模事業者に対し地域の平均的な賃金額や企業の好事例等の資料

を提供するなど、賃金引上げを支援

鳥取県版政労使会議

最低賃金の名称 時間額

鳥取県 (地域別)最低賃金 1,030円
(令和7年 10月 4日発効)

鳥取県電子部品 。デバイス 。電子

回路、電気機械器具、情報通信機
械器具製造業最低賃金

963円
(令和 6年 12月 19日 発効 )

※令和7年 10月 4日から鳥取県 (地域別)最
低賃金(1.030円 )が適用されています。

鳥取県各種商品小売業最低賃金

902円
(令和 5年 12月 15日 発効 )

※令和 7年 10月 4日から鳥取県 (地域別)最
低賃金(1.030〕 が適用されています。

監督署による監督指導等によれば、県内の事業場において、依然として長時間労働となつている実態

が多<認められる。また、年次有給休暇の取得率について、向上が見られるもののさらなる改善が必要
な状況にある。このため、労働局・ 監督署では、長時間労働の抑制に向けた監督指導の徹底等を図り、

また、年次有給休暇の取得しやすい環境整備を推進する。

○長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止の徹底

○令和6年度から時間外・休日労働の上限が適用された建設業、自動車運転者、医師等の時間外・休日

労働時間の短縮等に向けた支援の実施

〇年次有給休暇の取得促進等による体み方改革の推進

労働災害を減らし、労働者一人一人が安全で健康に働くことがで

きる職場環境の実現に向け、第 14次労働災害防止推進計画 (令和
5～9年度)を推進しているところ。令和7年の労働災害 (新型コ

ロナウイルス感染症を除く。)は、死亡者数、休業4日以上の死傷者

数とも前年比で増加した。

ワ
′

建設現場パ トロール (安全対策、熱中症対策)

1 最低賃金:賃金引上げに向けた中小企業:ホ親棋事業者べあ支義

轟嶽黒の轟1鮨編傘
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3 労働者が安全で健康に働くことができる環景あ盤綸
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このため、同計回の重点事項である転倒災書防止対策を始めとする高年齢労働者の労働災書防止対策、業

種別労働災害防止対策及び労働者の健康確保対策等の取組をよリー層推進する。また、4月以降順次施行

される改正労働安全衛生法等の円滑な施行に向けた周知啓発及び履行確保のための指導援助に取り組む。

○第 14次労働災害防止推進計画に基づく労働災害防止対策の推進

○メンタルヘルス対策及び産業保健活動の推進

県内では、少子高齢化等が進展する中で、青児や介護等によ

る労働者の離職を防ぎ、希望に応じて仕事と青児や介護を両立

できる環境整備が求められている。令和 7年 4月 1日より改

正青児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が施行され

ていることから、ヨ|き続き、改正法の周知・啓発に取り組むと

ともに、法の履行状況の確認と誰もが働きやすい職場づくりに

向けた取組への支援を一目推進する。

○改正育児・介護体業法及び次世代育成支援対策推進法の周

知及び履行状況の確認

○男女とも仕事と育児を両立しやすい環境の整備に向けた企

業の取組支援

○仕事と介護の両立ができる職場環境整備

非正規雇用労働者の公正な待遇の確保のため、パート・ 有期雇用労働法及び労働者派遣法に基づ

き、処遇の改善 (同一労働同一賃金の実現)や正社員転換を推進する必要がある。また、人手不足

8
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への対応が急務となる中で短時間労働者が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを支援する

必要がある。このため、パート0有期雇用労働法等の履行状況の確認と非正規雇用労働者の処遇改

善を行う企業の取組を積極的に支援する。

○パート・有期雇用労働法及び労働者派遣法の履行状況の確認

○非正規雇用労働者の処遇改善、正社員転換、社会保険適用時の処遇改善などに取組む事業主に

対するキャリアアップ助成金の周知、)舌用促進

○働き方改革サポートオフィス鳥取の活用促進

ハラスメントは、働く人の能力発揮を妨げ、個人の尊厳や人格を不

当に傷つけるなど人権に関わる許されない行為である。県内では職場

のハラスメントに関する相談がパワーハラスメントを中心に依然と

して多い傾向にある。

また、令和7年 6月に改正労働施策総合推進法等が成立し、事業主

に対してカスタマーハラスメントや求臓者等に対するセクシャルハ

ラスメント防止のための雇用管理上の措置が令和8年 10月 1日 (予
定)から義務付けられることとなつた。
このため労働局では、パワーハラスメントをはじめセクシュアルハ

ラスメント、妊娠・出産 0育児休業等に関するハラスメントの撲滅に

向けた事業主等への周知・啓発を実施する。また、カスタマーハラス

メント等防止措置について十分に理解されるよう周知に取り組むと

ともに、施行後は、替実な履行確保を図る。

■
１
ノ

一　
●

ヽ

∈
“
″
．
■

Ｌ

ｒ
ｌ
“

●
強
彎

‥

釧溜カスタ7…′:ジスメンル

」と =2空 製 上

aム 1●。'・ t`i "● ||: 」出ロ
●■
',■
●。■
`t・ '

0● 1==菫 菫●ヽ―費●●あ。1.,

■■1●■
`口

●
=イ
ント

〇男女雇用機会均等法、育児・介護体業法、労働施策総合推進法及び指針の周知

○ハラスメント防止措置を講じていない事業主に対して厳正な指導と適正な取組への支援

○カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシャルハラスメント対策の周知

○丁寧な相談対応と紛争解決援助等の実施
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6 総合的なバラスメジト対策の推進
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誰もが働きやすい職場づ<りは人手不足解消 0人材確保につながる。とりわけ、県内の9割以上を

占める中小企業・小規模事業者では、生産性向上に加えて、多様な人材がその能力を最大限生かして

働<ことができる環境を整備することが重要であり、それらの取組支援が必要となる。
このため労働局は、多様な働き方の実現に向けた環境整備及び魅力ある職場づくりに向けた課題に

取り組む中小企業・小規模事業者への相談・支援を行う。

○生産性を高めながら労働時間の縮減に取り組む事業者等の支援

○監督署に設置した「労働時間相談・支援班」による説明会や個別訪

間による積極的な支援

○「働き方改革サポートオフィス鳥取」による事業主への積極的な支援

○「鳥取働き方改革推進会議」を通じた労働環境や待遇の改善等の気運の醸成
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重点施策

I 地域の実情に応じた雇用対策等

○雇用対策協定に基づく雇用対策の推進

○一体的実施事業による就職及び事業所支援

○最低賃金改定時に改定額や各種支援制度の周知

○労働災害防止に向けて、各自治体で実施している

健康づくり等との連携

○ハローワークにおける生活保護受給者等の就労支援

○鳥取県や保護観察所等の関係機関と連携した刑務所

出所者等の就労支援

４
０
』
¨

(琴浦町との雇用対策協定締結式)

○外国人求職者に対する相談体制の整備

○外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・援助

Ⅱ 労働条件の確保 0改善対策

○監督指導等による労働基準関係法令の遵守の徹底

○申告・相談等への的確な対応

○関係機関との連携による労働基準関係法令の周知

○労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対し、関係機関と連携して監督指導等を実施

"雇用対策協定締結式
倉吉

3 外目人労働者の適正就労促進

11
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Ⅲ 総合労働行政機関としての取組の推進

無 料
予 約
不 要

秘 密
厳 守

○労働問題に関するワンストップサービスの実施

○効果的な助言・指導及びあつせんの実施

○個別労働紛争解決制度の利用促進

○個別労働紛争解決制度関係機関との連携

○地域の大学等と連携した労働法制に関する講義の実施

○学生アルバイトの適正な労働条件の周知・啓発

○フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知

○適切な相談対応及び法の履行確保

○電子申請が義務である手続に係る着実な周知

036協 定の届出、労働保険 (労災保険、雇用保険)関
係手続及び

各種助成金手続など電子申請可能な手続に係る積極

的な利用勧奨

○迅速な事務処理等による利用者の利便性の向上

ロロロ   、ぃ鳥取六崇
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Ⅳ 労働保険制度の適正な運営

○労働保険の未手続事業一掃対策の推進

○収納未済歳入額の縮減

○過労死等事案に係る的確な労災認定

○石綿関連疾患に係る的確な労災認定

○受給者の早期再就職支援

○雇用保険適用 0給付の適正な処理

労働保険適用事業場数と労働保険料収納率

s$ s9 s3'

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

岬
■
■
■
■
■
■
■
■
■

呻
一■
■
■
■
■
■
■
■

刺
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

呻
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
′年底 a年菫 ら年鷹 ∞年鷹 0年鷹 0キ E ∞年底 0:キ〔 0年鷹 ∞年鷹

％
橘

∞

”

”

∞

∞

“

”

∽

ｏ，

∞

1,′OOO

17,“Ю

17■Ю

,7gЮ

:0ユD

:0“Ю

15,1)0

15.まつ

152∞

14HЮ

14μЮ

14,まЮ

14.α0

13

幽懺凶l盤:露微 1尚鰹主鰹 翁 幽

3

「
Ｉ
Ｊ

一激
ｏ
一

一
Ｒ

Ｏ

一

一鮮
辮
一

一
■

収

一
匡

件



時期 項目 時期 項目

4月

「 S丁OP!熱中症クールワークキャン

ペーン」準備期間

アルバイトの労働条件を確かめよう !

キャンペーン (4～ 7月 )

10月

高年齢者就業支援月間

全国労働衛生週間 (10月 1～7日 )

年次有給休暇取得促進期間

5月 新規学卒者就職促進要請

11月

介護就職デイ

鳥取県産業安全衛生大会

鳥取県地域職業能力開発促進協議会

「ゼロ災55」 無災害運動 (11月 7
日～12月 31日 )
改正特定 (産業別)最低賃金周知

第51回鳥取地方労働審議会
テレワーク月間

過労死等防止啓発月間

しわ寄せ防止キャンペーン月間

鳥取働き方改革推進キャンペーン

2026月 間
労働保険未手続事業一掃強化期間

外国人雇用啓発月間

全国安全週間準備期間 (月間)

夏季における年次有給休暇取得促進要

=彙5目

人材確保対策推進協議会 (建設、警備、

運輸)

福祉人材確保対策推進協議会及び介護

労働懇談会

わかもの就職応援本部会合

労働保険年度更新申告・納付期限 (6

月 1日～7月 10日 )

7月

全国安全週間 (7月 1～7日 )

「S丁OP!熱中症クールワークキャン

ペーン」重点取組期間

鳥取地方最低賃金審議会 (7～ 10月 )

鳥取働き方改革推進会議

8月

ひとり親全カサポートキャンペーン

12月

冬季における年次有給休暇取得促進要

請

職場のハラスメント撲滅月間

9月

障害者雇用支援月間

障がい者雇用推進要請

改正鳥取県最低賃金周知

全国労働衛生週間準備期間 (月間)

1月

2月 化学物質管理強調月間

3月

鳥取県地域職業能力開発促進協議会

第52回鳥取地方労働審議会
春季における年次有給体暇取得促進要

請

14

鳥取労働局年間行事予定表

6月



従業員の募集、仕事探しに関する相談、新巫

者の募集に関する相談

労働保険の加入、労働保険の申告、納付等
に関する相談

労働者′ヽ
‐
R遣事業、民間の職業紹介事業に関す

る相談

高齢者、障害者、外国人等の雇用管理に関
する相談 雇用保険の加入、失業給付、育児休業給付、

介護休業絶付、高年齢雇用継続給付、教育
訓練給付について

‐
・  ‐ _ .  : 

‐

.  ,`:|・

.   ‐ . :

職業能刀開発に関する相談、求職者支援制
度、職業訓練に関する相談

【助成金】雇用管理に係る助成金に関する
相談

■―・ |||_11 1-|II■・ 11' ・ 11~|
・
II  I  

′
 l.

解雇、賃金・退職金不払、労働時間、年次
有給休暇等

【助成金】働き方改革推進支援助威金
に関する相談

:|:I・ |;|=‐  1・ 1‐ :●

=

職場の安全衛生に関する相談、労働者の健
康管理に関する相談、安全衛生の免許等に

関する相談

【補助金】エイジフレンドリー補助金
に関する相談
,■辛
=|`1 11tl

職場のトラブルに関するご相談や、解決の
ための情報提供をワンストップで対応c解
雇、雇止め、配置転換、賃金引き下げ、募
集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラな
どの労働問題

. ■ .

仕事中や通勤途上のケガ (職業性疾病を含
む)を したときの労災請求方法や給付に関
する相談、労災年金受給者の年金等に関す
る相談

給与と最低賃金との比較方法や最低賃金
に算入、除外すべき手当など、最低賃金
に関する相談

,i.

ttrFI*l *#fi*trtr*EBrrf 6ffiAt
i:r ,i.::; . 1 

"'li r'

職場における男女の均等な処遇、セクハ

ラ。マタハラ・パワハラ、母性健康管理、
育児、介護休業、同一労働・同一賃金に関
する相談

【助成金】両立支援等に係る助成金に関す
る相談

_ __1.:・ . ―‐・
.
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圏的に応じた相談窓 情蜘

●戯欄

「

雇用について ●労働盤験につしヽて
孵  褐

●労働条件につもヽて

●1安全衛生について

●麗用保険について

●労災保険について

●轍 金につし|ヽ|て

●八ラスメント、仕事と家麓|め  |
驚

●職場のトラブルにつ掛て
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追加資料

02025労働行政のあらまし

○ 価格適正化と生産性向上による持続可能な賃上げの実現に向けた共同宣言
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鳥
取
労
働
局
行
政
運
営
の
基
本
方
針

鳥取労働局行政運営の基本方針
鳥取労働局は、国の総合労働行政機関として、地域の皆様からの声によく耳を傾け、誰も

が輝ける社会の実現に向けた各種施策の展開、支援メニューの提供を計画的・効果的に行い

ます。

置 荼艤隆Å材瘍
'議

躍とA輔鶉爆蔓援
鳥取労働局は、女性、非正規雇用労働者、若者、就職氷河期世代を含む中高年層、

障害者、高齢者など、“すべての方が活躍できる鳥取"の実現に向け、求職者に寄り添つ

た職業紹介、企業の人材確保の支援に取り組みます。とりわけ、人手不足が顕在化し

ている中で、雇用の確保、人への投資に向けた施策に取り組み、よりよい雇用のマッ

チングにつなげます。

鼈 馘嚇が餡撒聰Ψ扮隋鰯鰈鶉づく娠メ
鳥取労働局は、とりわけ中小企業・小規模事業者の働き方改革を全力で支援します。

賃金引上げに向けた生産性向上を支援し、また、同一労働同一賃金の実現、長時間労

働の抑制等に取り組み、誰もが安全で健康に働くことができるような魅力のある職場

づくりにつなげます。

2025年度最重点施策
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I 多様な人材の活躍と人材確保支援

県内では、多くの業種において人材確保が困難な状況が継続しており、人手不足対策への取組が課

題となつている。

このため、労働局・ハローワークは、質の高い求人充足 (マ ッチング機能の強化)や関係団体と連
携 した人材確保支援により、求職者・求人者双方への支援サービスの充実を図る。また、事業主等に

よる雇用管理改善等の取組を通じて、職場定着等を促進し、人材の確保を図る。

ハローワークの「就職支援サービスコーナー」を中心に、関係団体等と連携した人材確保支援

事業主等による雇用管理改善の取組に対する助成金 (人材確保等支援助成金)や雇用管理改善等コンサル
タントの周知、活用促進

ハロトレくん

県内において、多様な人材の活躍や人材確保を進めるためには、労

働市場において県内企業に求められる人材を育成する必要がある。政

府としても「三位一体の労働市場改革」の一環として、り・スキリン

グによる能力向上支援を進めることとされている。

このため、地域二一ズに対応した人材を育成するため、ハロー トレー

ニング等を積極的に行う。また、ハローワークにおいて、り・スキリ

ングに関する専門コーナーを設置し、キャリアコンサルタントによる

相談支援を行う。

併せて、スキルアップや企業内人材育成に取り組む事業主に対して、

雇用関係助成金の活用等による支援を行う。

また、教育訓練給付等の積極的な周知を通じて労働者個々人の学び 。学び直しを積極的に支援する。

地域のニーズに対応したハロートレーニングの活用による求職者の能力向上

人材開発支援助成金の積極的な活用勧奨、適正かつ迅速な支給

教育訓練給付等による労働者個々人の支援の促進

嘔 _

(ハロートレーニングの様子)

県内では管理職に占める女性割合や男女の賃金の差異など

女性活躍への関心は高まりを見せている。一方で依然として

女性の管理職割合は低く、賃金の男女差異の大きいことに課

題がある。

このため、労働局は女性の活躍を推進するため、女性活躍

推進法及び男女雇用機会均等法の履行状況の確認と、企業の

取組への支援を一層推進する。

を活用しよう!
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女性活躍推進法及び男女雇用機会均等法の履行状況の確認及び男女の賃金差異の要因分析と雇用管理の改

善のための支援
「えるばし」「プラチナえるばし」認定についての周矢]と取得促進

|.女性活躍推進企業データベースの活用勧奨

壼子育て中の女性等に対する就職支援

県内では従前より、産業・規模等によらず、若手人材の安定的

な確保と職場定着に課題意識を持つ企業・事業者が多く見られる。

このため、ハローワークでは、新規学卒者や若年者等を正社員就

職につなげられるよう、就職支援ナビゲーターによる担当者制のき

め細やかな個別支援を積極的に展開する。また、就職説明会・面接

会等の機会を積極的に設け、正社員就職に向けた支援に取り組む。
(新規学卒面接会 )

新卒応援ハローワークを中心とした新規学卒者への積極的な就職支援の実施

わかもの支援コーナー・窓□を中心とした正社員就職を希望する若者への積極的な就職支援の実施

県内では障害者の実雇用率が増加するなど障害者雇用は着実に進んでいる。一方で、依然として法

定雇用率の未達成事業所が一定程度存在する。また、令和 7年 4月から除外率の 10ポイント引下げ

が実施され、令和 8年 7月 には法定雇用率の 2.7%への更なる引上げが行われる予定であり、今後も

雇用率未達成企業が増力0する可能性がある。

このため、労働局・ハローワークは、法定雇用率達成に向けて障害特性に応じた個々の企業に対す

る指導・雇入れ支援及び障害者本人への就労支援に積極的に取り組む。

中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援

精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援

公務部門における障害者の雇用促進・定着支援

(%)
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160

障害者雇用率等の推移 (%)

660

640

620

600

580

560

540

520

500

2.56
2.37

2.28
2.43

2.22 642

2. 1
2.1

601    603 611

199 591
597

565 ―●―達成企業の割合

―景―雇用率548

27年  28年  29年  30年  令和元年  2年  3年   4年   5年   6年

地域において、働く意欲がある高齢者が年齢にかかわりなくその能力・経験を十分に発揮し活躍で

きる社会を実現することが重要である。

このため、労働局は高齢 。障害・求職者雇用支援機構と連携し、70歳までの就業機会確保に向け

た環境整備や、高年齢労働者の処遇改善を行う企業の支援、さらには、年齢にかかわりなく活躍でき
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新規学卒量等への就職支援

高齢者の就労 0就業機会の確保   )
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るよう、高年齢者雇用施策の更なる周知・啓発に取り組む。また、ハローワークに設置した 「生涯現

役支援窓□」によるマッチング支援など、高齢者の就業機会の確保に積極的に取り組む。

フ0歳までの就業機会の確保等や処遇改善を行う企業への支援
ハローワークにおける生涯現役支援窓□を通じたマッチング支援

地域の関係者と連携した多様な就業機会の確保・情報提供等

高齢者の就業機会等確保状況の推移

264

―
∞

∞

Ю

∞

励

●

∞

Ю

Ю

ｏ

%

69-3 1

-

■― ―一―● ―■―――…■―――
~‐r一

| 795 812

34フ
399 404

70歳 まで働 ける企業の割合

3年 4年 5年 6年

746

_― 暑 ― 一 ― 」 ト ■―………■
830 840

437

饉

734 756

希望者全員が 65歳 まで働 ける企業の割合

185 201
2フ 3

27年    28年    29年    30年   令和元年   2年
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就職氷河期世代を含む中高年層が個々に抱える課題 (希望する職業とのギャップ、実社会での経験

不足等)に対しては、個々の状況に応じた丁寧な支援が求められており、政府方針として、令和 7年
度以降、中高年層に向けた施策を通じて、相談、り・スキリングから就職、定着までを切れ目なく効

果的に支援するとされている。

このため、労働局は「中高年世代活躍応援プロジェクト都道府県協議会」を設置して県や労使関係

団体、支援機関等とともに地域一体となって支援を推進する。具体的には、ハローワークはチーム制

による一員した伴走型支援や助成金の活用により、働くことや社会参加のための支援を行う。

中高年層専門窓□を中心に、就職相談、職業紹介、職場定着までの一貫した伴走型支援
特定求職者雇用開発助成金 (中高年齢者安定雇用支援コース)の活用による雇入れ支援
「中高年世代活躍応援プロジェフト都道府県協議会」を通じた周矢□・広報と支援の推進

Ⅱ 誰もが働きやすい職場環境づくり

物価上昇や人手不足等を背景にして「賃上げ」が社会

的にも、労使間においても大きな関心事となつており、

企業が賃金の引上げをしやすい環境の整備が求められて

いる。

このため、労働局は引き続き、生産性向上に資する設

備投資などの業務改善を行い、賃金引上げに取り組む中

小企業・小規模事業者に対して、業務改善助成金の活用

促進を図る。

また、労働局 。監督署は最低賃金の履行確保や企業の

賃金引上げへの支援を行う。

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援

最低賃金制度の適切な運営

企業の賃金引上げへの支援

●

―
―

鳥取県電子部品・デバイス・電
子回路、電気機械器具、情報通
信機械器具製造業最低賃金

902円
(令不□5年 12月 15日 発効)
※令不06年 10月 5日 から鳥取県 (地域別 )
最低賃金(957円 )が適用されています。

鳥取県各種商品小売業最低賃金

」_壁型6年 10月 5日発効)

最低賃金の名称 時間額

957円
鳥取県 (地域別)最低賃金

963円
(令和 6年 12月 19日 発効)

(鳥取県版政労使会議 )

中高年層の

'選

踪支援

園
巨
国
四
困



監督署による監督指導等によれば、県内の事業場において、依然として長時間労働となつている実

態が多く認められる。また、年次有給休暇の取得率について、向上が見られるものの更なる改善が必

要な状況にある。このため、労働局・監督署では、長時間労働の抑制に向けた監督指導の徹底等を図り、

また、年次有給休暇の取得しやすい環境整備を推進する。

‐長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止の徹底
11・令和 6年度から時間外・体日労働の上限が適用された建設業、自動車運転者、医師等の時間外・休日労働

時間の短縮等に向けた支援の実施

年次有給休暇の取得促進等による休み方改革の推進

労働災害による被災者を減らし、労働者一人一人が安全で健康に働

くことができる職場環境の実現に向け、第 14次労働災害防止推進計画

(令和 5～ 9年度)により、労働災害防止対策を推進しており、令和 6

年は休業 4日以上の死傷者数が減少傾向であつた。

このため、引き続き当該計画の重点事項である、労働者の作業行動に

起因する労働災害の防止対策、高年齢労働者の労働災害防止対策及び

労働者の健康確保対策等、安全衛生の現状を踏まえた取組を推進する。

第14次労働災害防止推進計画に基づく労働災害防止対策の推進

メンタルヘルス対策及び産業保健活動の推進

労働災害発生状況

2,000
2,118

,541

11

1.142

1,000

0
■

(安全パ トロール )

575

刹

∞

”

゛

Ｏ

14

ざ咎みなご鶴魂ごち鋭鋭♂メ弊
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鎖枷 死亡者数 (人) ‐口"死傷者数 (人) ― 新型
コロナ除く死傷者数 (人 )

注 :昭和 50年以前は休業 8日以上、以降は休業 4日以上の死傷者数
令和 6年は令和 6年 12月末時点の速報値
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県内では、少子高齢化等が進展する中で、育児や介護等による労働者の離

職を防ぎ、希望に応じて仕事と育児や介護を両立できる環境整備が求められ

ている。令和 6年 5月 に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が

改正され、令和 7年 4月 から段階的に施行されることから、改正法の周知・

啓発に取り組むとともに、法の履行状況の確認と誰もが働きやすい職場づく

りに向けた取組への支援を一層推進する。

改正育児・介護体業法及び次世代育成支援対策推進法の周知及び履行状況の確認

男女とも仕事と育児を両立しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援

仕事と介護の両立ができる職場環境整備
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仕事と育児・介護

もっと両立しやすく法改正 !

2025年

4月 1日
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非正規雇用労働者の公正な待遇の確保のため、パー ト・有期雇用労働法及び労働者派遣法に基づき、

処遇の改善や正社員転換を推進する必要がある。また、人手不足への対応が急務となる中で短時間労

働者が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを支援する必要がある。このため、パー ト・有期

雇用労働法等の履行状況の確認と非正規雇用労働者の処遇改善を行う企業の取組を積極的に支援する。

パート・有期雇用労働法及び労働者派遣法の履行状況の確認

非正規雇用労働者の処遇改善、正社員転換、社会保険適用時の処遇改善などに取り組む事業主に対するキャ

リアアップ助成金の周知、活用促進

働き方改革サポートオフィス鳥取の活用促進

t,籍 t笙羞:」
あなたがつくる
ハラスメントのない
あかるい社会

ハラスメントは、働く人の能力発揮を妨げ、個人の尊厳や人格を不当に

傷つけるなど人権に関わる許されない行為である。県内では職場のハラス

メントに関する相談がパワーハラスメントを中心に増加傾向にある。

このため、労働局では、パワーハラスメントをはじめセクシュアルハラ

スメント、妊娠・出産 。育児休業等に関するハラスメント、カスタマーハ

ラスメントの撲滅に向けた事業主等への周知・啓発を実施する。また、防

止措置の履行状況の確認と企業の取組支援を積極的に行う。

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法及び指針の周知
ハラスメント防止措置を講じていない事業主に対して厳正な指導と適正な取組への支援

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル等の周知

丁寧な相談対応と紛争解決援助等の実施

ハラスメント関連の相談件数

圏 激 霊児,製I:■ 11■
=:I=1■
1躍 、̈ ._.‐
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●
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(件 ) 1234

944

――― 合計

846

|フ
02二

」二1 2591畿二.■ 11 329■ 11三 :1 3王子土II
令和 3年度         令和4年凛         令和 6年虔         令和 0年度

(～ 1月 末)
いじめ・峰がらせ ロセクシュアルハラスメント ●妊麟・出産等ハラスメント●青兒・介腱休彙●ハ,スメント ロパワーハラスメント
("合労●相餞)

誰もが働きやすい職場づくりは人手不足解消 。人材確保につながる。

とりわけ、県内の 9割以上を占める中小企業・小規模事業者では、生産性
向上に加えて、多様な人材がその能力を最大限生かして働くことができる

環境を整備することが重要であり、それらの取組支援が必要となる。

このため、労働局は多様な働き方の実現に向けた環境整備及び魅力ある職場

づくりに向けた課題に取り組む中小企業・小規模事業者への相談。支援を行う。

生産性を高めながら労働時間の縮減に取り組む事業者等の支援

1働き方改革サポートオフィス鳥取
| ユ事彙主0日様t無料でお手伝いします′

・
●

―

「
――

●奢方改革サポートオフイス●取 _1■■1む|、、_
●  ・.■:‐ 1・・ヽ・_:t
はtl・■
‐`
二  `T

薗 lヽ撻 1_

監督署に設置した「労働時間相談・支援班」による説明会や個別訪間による積極的な支援
「働き方改革サポートオフィス鳥取」による事業主への積極的な支援
「鳥取働き方改革推進会議」を通じた労働環境や待遇の改善等の気運の向上
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■ヽ ,

I 地域の実情に応じた雇用対策
|._‐ ‐|

・ ‐  ‐_■ .

‐__・ ■■

‐■雇用対策協定に基づく雇用対策の推進

‐|一体的実施事業による就職及び事業所支援

ハローワーワにおける生活保護受給者等の就労支援

鳥取県や保護観察所等の関係機関と連携した刑務所出所者

等の就労支援

■鱗霧念書機修
=畿

.

'ヽ,■′― ●`1■
‐711■ス●●●|'`'

外国人材に対する相談体制の整備

事業主に対する雇用管理改善に向けた支援

(地方公共団体との共同イベント)

●
一
一
一●

Ⅱ 労働条件の確保・改善対策

監督指導等による労働基準関係法令の遵守の徹底

申告・相談等への的確な対応

帯関係機関との連携による労働基準関係法令の周矢□

1■労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対し、関係機関と連携して監督指導等を実施

Ⅲ 総合労働行政機関としての取組の推進 無料
予約 秘密
不要  饉守

ヽ ヤ

労働問題に関するワンストップサービスの実施

効果的な助言・指導及びあっせんの実施

‐個別労働紛争解決制度の利用促進
‐1個別労働紛争解決制度関係機関との連携
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拳地域の大学等と連携した労働法制に関する講義の実施

事学生アルバイトの適正な労働条件の周知・啓発
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驀フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知

輩適切な相談対応及び法の履行確保

111:‐ド準議霧菫書11.鷲
~撃

暮難1:|

嫁電子申請が義務である手続に係る着実な周知

警 36協定の届出、労働保険 (労災保険、雇用保険)関係手続及び各

種助成金手続など電子申請可能な手続に係る積極的な利用勧奨

織迅速な事務処理等による利用者の利便性の向上

構労働保険の未手続事業一掃対策の推進

■収納未済歳入額の縮減

|:|■r・1■1● 111111驚・:=Ilttil,

■・過労死等事案に係る的確な労災認定

11'石綿関連疾患に係る的確な労災認定

:嘉1■
=筆
驚
=奪
■ ;■ 1豪

=I

=受
給者の早期再就職支援

摯雇用保険適用・給付の適正な処理
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労働保険適用事業場数と労働保険料収納率
| ■■■適用事業場数
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鳥取労働局年間行事予定表

4月

「S丁OPI熱中症クールワークキャンペー
ン」準備期間

アルバイトの労働条件を確かめよう|キャ

ンペーン (4～ 7月 )

5月
新規学卒者の県内就職促進に係る経済

団体への要請

6月

わかもの就職応援本部会合

外国人雇用啓発月間

全国安全週間準備期間 (月間)

中高年世代活躍応援プロジェクト都道府

県協議会

夏季における年次有給休暇取得促進要請

福祉人材確保推進協議会

人材確保対策推進協議会

7月

全国安全週間 (7月 1～7日 )

「S丁OPl熱中症クールワークキャンペー
ン」重点取組期間

鳥取地方最低賃金審議会 (7～ 10月 )

鳥取働き方改革推進会議

労働保険年度更新申告・納付期限 (6月

1日～7月 10日 )

8月 ひとり親全カサポートキャンペーン

9月

障害者雇用支援月間

障がい者雇用推進要請

改正鳥取県最低賃金周矢□

全国労働衛生週間準備期間 (月間)

10月

高年齢者就業支援月間

全国労働衛生週間 (10月 1～7日 )

鳥取県産業安全衛生大会

年次有給休暇取得促進期間

11月

介護就職デイ

鳥取県地域職業能力開発促進協議会

「ゼロ災55」 無災害運動 (11月 7日～

12月 31日 )

改正特定 (産業別)最低賃金周矢□

第 49回鳥取地方労働審議会

テレワーク月間

過労死等防止啓発月間

しわ寄せ防止キャンペーン月間

鳥取働き方改革推進キヤンペーン2025
月間

労働保険未手続事業一掃強化期間

12月

わかもの就職応援本部会合

冬季における年次有給体暇取得促進要請

職場のハラスメント撲滅月間

1月
中高年世代活躍応援プロジェクト都道府

県協議会

2月 化学物質管理強調月間

3月

鳥取県地域職業能力開発促進協議会

第 50回鳥取地方労働審議会

春季における年次有給休暇取得促進要請

鳥
取
労
働
局
年
間
行
事
予
定
表
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時期 項   目 時期 項



職業能力開発に関する相談、求職者支援制度、
職業訓練に関する相談

従業員の募集、仕事探 しに関する相談、新卒
者の募集、労働者派遣に関する相談

鶴姦畿磯―撃罐苺̀ず、躙鰺鷺鸞醸

高齢者、障害者、外国人等の雇用管理に関す
る相談

轟轟鉤―●樺ず,,鶉隧炸晰賤

解雇、賃金・退職金不払、労働時間、年次有
給体暇等     _

鶴鸞鑽痣馨濾鶴鸞

職場の安全衛生に関する相談、労働者の健康
管理に関する相談、安全衛生の免許等に関する
相談        ‐..

漑鸞雉 轟轟麟蠣鸞 、な繭 爾鐵購

労働保険の加入、労働保険の申告、納付等に

関する相談

i:1,■,議
■:I豊■:,さ

雉漑隆鶉魏核m、 な鶉鍼繹鰈烙鰈蜀

雇用保険の加入、失業給付、育児休業給付、
介護休業給付、高年齢雇用継続給付、教育訓
練給付について

鶉又聰驀鸞舞珀、儡鰊蜀飩櫃

仕事中や通勤途上のケガ (職業性疾病を含む )
をしたときの労災請求方法や給付に関する相
談、労災年金受給者の年金等に関する相談

黎彎罐雛職鷲彎鸞鷲鸞警墨蟻艤

職場における男女の均等な処遇、セクハラ・マ
タハラ・パワハラ、母性健康管理、育児、介護
体業、同一労働 。同一賃金に関する相談

艤聰伝烙 鶯隧鶉颯

.:三 :::::;::::

職場のトラブルに関するご相談や、解決のため
の情報提供をワンストップで対応。解雇、雇止
め、配置転換、賃金引下げ、募集・採用、いじめ・

嫌がらせ、パワハラなどの労働問題

種鱗驚鶯颯纏醸憩罐サ
ー
ー

:饉鶴戦鸞灘鶴、は,彎颯晰艤麟籟鸞 }
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鳥取労働局 〒680‐8522鳥取市富安2丁目89‐9
https: / / jsite. m h lw. go.j p/totto r i - ro u d o u kyo ku/

総務課

労働保険徴収室

企画担当

指導担当

監督課

賃金室

健康安全課

労災補償課

職業安定課

職業対策課

訓練課

鳥取労働局
ホームページQR>

1日,0857(29)1700

だ,0857(29)1702
だ,0857(29)1701

2,0857(29)1709

だヽ0857(29)1703
だ,0857(29)1705

2雪0857(29)1704
だヽ0857(29)1706
甕,0857(29)1707
2,0857(29)1708

2日,0857(88)2777

ン
‘

ヽ

総務部

鳥取労働基準
監督署

鳥取労働局

ハローワーク米子
根雨出張所

奎鷹

琴浦町

倉吉市
三朝町

不,,,k,

鰈

米子公共職業安定所
根雨出張所
〒689‐ 4503日 野郡日野町根雨349‐ 1
TEL 0859(72)0065

米子公共職業安定所
〒683-0043 米子市末広町311
イオン米子駅前店4階

TEL 0859(33)3911

米子労働基準監督署
〒683-0067米子市東町124-16
米子地方合同庁舎5階
監督課
TEL 0859(34)2231
安全衛生課
TEL 0859(59)0022
労災課
~「

EL 0859(59)0023

鳥 取 労 働 基 準 監 督 署

〒680‐ 0845鳥取市富安2丁目89-4
鳥取第一地方合同庁舎4階

監督係
TEL 0857(24)3211
安全衛生課
TEL 0857(24)3212
労災課
~「

EL 0857(24)3095

鳥取公共職業安定所
〒680‐ 0845 鳥取市富安2丁目89
TEL 0857(23)2021

倉吉労働基準監督署
〒682-0816倉 吉市駄経寺町2-15
倉吉地方合同庁合3階

TEL 0858(22)6274

倉吉公共職業安定所
〒682-0816 倉吉市駄経寺町2-15
倉吉地方合同庁合1階
~「

EL 0858(23)8609

米子労働基準監督署

ハローワーク米子

鳥取労働局総合労働相談コーナー

鳥 取 総 合 労 働 相 談 コーナー

米 子 総 合 労 働 相 談 コーナー

倉 吉 総 合 労 働 相 談 コーナー

丁EL.0857(22)7000(鳥 取労働局内)

丁EL0857(24)3245(鳥 取労働基準監督署内)

TEL0859(34)2263(米 子労働基準監督署内)

TEL0858(22)5640(倉 吉労働基準監督署内)

〒680-0461 八頭郡八頭町郡家100 鳥取県八頭庁舎別館1階
TEL.0858(76)7076

〒684-8501 境港市上道町3000 境港市役所別館1階‐
TEL.0859(44)1733

〒689-2303 東伯郡琴浦町徳万591-2 琴浦町役場厚生棟1階‐
TEL.0858(53)6060

労働基準部

智頭町

議鳥取県ふるさとハローワーク八頭

警ふるさとハローワーク境港

黎しごとプラザ琴浦



価格適正化と生産性向上による持続可能な

賃上げの実現に向けた共同宣言

1 目的

経済の成長と分配の好循環を実現するためには、原材料費やエネ
ルギーコストのみならず、労務費を含めた価格設定をサプライチェ
ーン全体で定着させるとともに、生産性の向上を通じ、持続的・構
造的な賃上げにつなげることが重要である。

鳥取県版政労使会議は、県民が生活の豊かさを実感できるよう、
価格適正化と生産性の向上等による持続的・構造的な賃上げを実現
するため、以下の事項について、各構成員が相互に連携・協力して
取り組むことを宣言する。

2 取組方針
(1)労 務費を合めた適切な価格転嫁の推進
。中小受託取引適正化法 (取適法)の令和 8年 1月施行による公正な

取引慣行の普及・促進

・労務費転嫁指針の周知と理解促進

・パートナーシップ構築宣言の普及 。促進

(2)省力化、デジタル化、生産性向上等への支援
・国、県の支援策の周知や活用促進

・スキルアップに向けた人材育成やリスキリングの推進

(3)賃金上昇と物価上昇に関する県民・事業者への理解促進
。価格適正化に向けた県民理解の醸成のための周知啓発

令和 8年 2月 2日 鳥取県版政労使会議

一般社団法人鳥取県経営者協会   鳥取県商工会議所連合会
鳥取県商工会連合会        鳥取県中小企業団体中央会
日本労働組合総連合会鳥取県連合会

鳥取県市長会 鳥取県町村会
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所
中国経済産業局 鳥取労働局 鳥取県


